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Ⅰ 目的

開発区域内の土地の形状、開発区域の規模、予定建築物の用途及び開発区域外

の上流部の集水区域面積を精査した排水量を考慮し、想定される汚水及び雨水を

有効に排除すると共に周辺環境に配慮し、一体的な整備をするために必要な協議

基準及び技術基準を定めるものとする。

Ⅱ 用語の定義

１ 排水施設

開発により新たに設置される排水のための施設及び既にある排水の用に供す

る施設の総体をいう。

２ 公共下水道施設

開発により下水道法第２条第１項第３号に基づく施設となるべき下水道の管、

人孔、取付管及び桝をいう。

３ その他の管渠施設

排水施設の中で、公共下水道に流入させる以外の管渠施設をいう。

Ⅲ 協議基準

１ 目的

この基準は、都市計画法第３２条の協議に基づき開発行為者が適正な排水施

設を設置し、本市域の開発に伴う排水が効率的に処理できるようその協議の基

準を定めるものとする。

２ 放流先の確認

開発行為により生ずる汚水及び雨水の排水について、開発区域よりの放流先

（放流経路）を現場で確認すること。

３ 現況調査

⑴ 放流地点を中心に、下表の項目を調査し、平面図及び縦横断面図を作成す

ること。（標高はＴ．Ｐ表示とする）

放流先の種類 調  査  項  目

排水管の場合 延長、管底高、地盤高、管種、管径、人孔の構造等

排水渠の場合 延長、水路高、水面高、堤防高、地盤高、水路の断面等

前２項の地点

までの距離が

相当長い場合

上記項目のほか、各２０ｍ毎に測点を設け、盛土計画等が

ある場合は計画地盤高を記入すること。
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⑵ 開発区域から放流先までに地下埋設物がある場合は、地下埋設物の位置、

深さ、管種及び管径等を調査すること。

４ 関係機関団体との調整

設計においては、放流先の排水施設の関係管理者又は関係団体と充分協議し、

その条件等を考慮すること。なお、これに係る紛争は全て当事者間において解

決しなければならない。

５ 協議に必要な書類

項 目 内   容

設計図面

（図－１、

表－１参照）

図面の大きさ Ａ１（５９４×８４１ｍｍ）

縮  尺

平 面 図 １：２５０

縦断面図
縦 １：１００

横 １：２５０

横断面図 １：１００

流量計算書
開発区域内

放流先地点（現況上流部及び開発区域内を含めての検討）

そ の 他 官民境界明示の指令書の写し

６ その他

開発区域内に廃止又は付替する里道及び水路等がある場合には、事前に打合

せを行うこと。
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※竣工図記入方法 

・出来高数値は朱書き 

・人孔引照点を記入 

・取付管位置表示 
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表－１ 設計図書 主な凡例

種    別 記 号 備 考

組立１号マンホール（内径９０ｃｍ円形） ３ｍｍ丸

組立２号マンホール（内径１２０ｃｍ円形） ３ｍｍ丸

Ｃ型公共下水道汚水桝（内径２０ｃｍ円形） ２ｍｍ丸

雨水集水桝 ２ｍｍ角

水道管表示 一点鎖線

ガス管表示 二点鎖線

今回施工管 実線矢印

既設下水管 破線矢印
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Ⅳ 排水施設技術基準

① 公共下水道施設技術基準

１ 目的

この基準は、公共下水道分流式（汚水）について定めるものである。なお、

公共下水道（雨水）及び合流式については別途協議するものとする。

２ 計画汚水量

⑴ 計画汚水量の算出は、下表によるものとする。

項  目 内    容

計 画 人 口 １戸当り４人

計画時間最大汚水量 ８５０ ／人・日

工 場 排 水 量 別途協議するものとする。

計 画 汚 水 量
計画時間最大汚水量に計画人口を乗じ、必要に応じ

工場排水を加算したもの。

３ 排水施設の断面の算出

⑴ 汚水管渠は、計画汚水量を有効に排除できるものとすること。

⑵ 排水管渠の断面の算出には、マニングの式を用いること。

Ｑ＝Ａ・Ｖ

1
ｎ

Ｉ
１／２Ｖ＝ ・ Ｒ

２／３ ・
Ａ
Ｐ

Ｒ＝

Ｑ ： 流量 （ｍ３／秒）

Ａ ： 流水の断面積 （ｍ２）

Ｖ ： 流速 （ｍ／秒）

ｎ ： 粗度係数 （硬質塩化ビニル管：０．０１０）

Ｒ ： 径深 （ｍ）

Ｐ ： 流水の潤辺長 （ｍ）

Ｉ ： 勾配 （分数又は小数）

注１）汚水管渠の決定は、満管流量の１００％余裕とする。

注２）流水の断面積は、円形管で満流とする。

注３）流速は、下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に

緩くなるようにすること。なお、流速は、最小０．６ｍ／秒～最大３．

０ｍ／秒とし、標準としては、１．０ｍ／秒～１．８ｍ／秒とする。
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４ 設計要領

⑴ 本管

1) 本管は、原則として硬質塩化ビニル管（ＶＵ）とする。

2) 本管の最小管径は、２００ｍｍ以上とする。

3) 本管の最小土被りは、原則として１．２ｍとする。ただし、地形等によ

りやむを得ない場合は、別途協議とする。なお、国府道の場合は当該道路

管理者との協議により決定するものとする。

4) 管基礎は、硬質塩化ビニル管については、砂基礎（３６０°巻き）とす

る。（図－２参照）

5) 本管と人孔との接続部は、上流用及び下流用マンホール継手を使用する

こと。 

6) 既設人孔に本管を接続する場合は、管底接続としインバートを設けるこ

と。 

掘削幅＝１．００ｍの場合

管径

Ｄmm 
管厚

ｔmm 
管外径

（D+2ｔ）

砂基礎

Ｂｍ

ｈ１

m 
Ｈ

m 
２００ ８．０ ２１６ １．００ ０．１００ ０．４１６

２５０ ８．５ ２６７ １．００ ０．１００ ０．４６６

３００ ９．０ ３１８ １．００ ０．１００ ０．５１８

３５０ １０．０ ３７０ １．００ ０．１００ ０．５７０

４００ １２．０ ４２０ １．００ ０．１００ ０．６２０

図－２ 硬質塩化ビニル管 砂基礎標準構造図

Ｄｔ ｔ

Ｂ

（Ｄ＋２ｔ）

ｈ１

ｈ１

Ｈ
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⑵ 人孔

1) 人孔蓋は、藤井寺市型公共下水道用人孔蓋とする。なお、対応荷重は道

路幅員により道路管理者との協議の上、決定すること。（図－３参照） 

2) 人孔蓋の向きは、蝶番を流水方向の下流側に設置すること。

3) 人孔は、管渠の方向、勾配及び管径の変化する箇所、段差の生ずる箇所

並びに管渠の会合する箇所に必ず設置すること。 

4) 人孔は、直線部分においても管径によって、原則として下表の範囲内の

間隔で設置すること。 

管  径 最 大 間 隔

３００ｍｍ以下 ５０ｍ

６００ｍｍ以下 ７５ｍ

5) 本管を段差接合する場合で、段差が６０ｃｍ以上ある場合は、副管を設

置すること。（図－４参照） 

6) 人孔の構造は、原則として組立人孔とし、下表のとおりとする。なお、

それ以外を使用する場合は、別途協議とする。

呼 び 方 形状寸法 用 途

１号マンホール
内径９０ｃｍ 

円形

管の起点及び６００ｍｍ以下の管の

中間点並びに円形４５０ｍｍまでの

管の会合点

２号マンホール
内径１２０ｃｍ

円形

内径９００ｍｍ以下の管の中間点及

び内径６００ｍｍ以下の管の会合点

7) 組立人孔の底版ブロックは、浮上防止型とする。（図－５、図－６参照） 

8) 人孔鉄蓋と組立人孔の接続部には、調整リング（ｔ＝５０～１５０ｍｍ）

を必ず１個以上設置すること。また、調整リングと人孔斜壁の間には調整

コマを設置し、調整リングとの間には超流動性モルタルを使用すること。

（図－７参照） 

9) 足掛金物は、耐腐食性の樹脂被覆製又はステンレス製とし、幅３０ｃｍ

のものを３０ｃｍ間隔にて下流側に設置すること。 

10) 人孔底部にはインバートを設けること。 
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図－３ 藤井寺市型公共下水道用人孔蓋 平面図

Ｔ－１４

Ｔ－２５
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図－４ 副管付人孔 標準構造図

設計標準

本 管 径

(mm) 
副 管 径

(mm) 

２００ １５０

２５０ ２００

３００ ２００

３５０ ２００

４００ ２００

４５０ ２５０

寸 法 表（mm）

ｄ Ｂ Ｔ

１５０ ３００ ３５０

２００ ３５０ ４００

２５０ ４００ ４５０

ｄ

Ｄ

Ｈ
１

５
０

１
５

０

Ｂ

副管用 90゜支管

接着受口カラー

90゜曲管

縦 断 面 図
砂付

砂付

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

Ｂ

Ｔ

平 面 図

ｄ
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図－５ １号組立マンホール 標準構造図
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図－６ 塩ビ管敷設 標準図
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⑶ 取付管及び汚水桝

1) 取付管は、硬質塩化ビニル管（ＶＵ）とし、最小管径は１５０ｍｍ以上

とする。 

2) 本管と取付管の接続は、支管を設置すること。（図－８参照） 

3) 取付管を人孔に接続する場合は、底部接続としインバートを設けること。 

4) 汚水桝の位置、設置戸数及び構造は、以下の各項を考慮して定める。 

ア 位置は、道路境界より１ｍ以内の宅地側とし、かつ公共下水道施設（取

付管及び汚水桝を含む。）の維持管理上、支障のない箇所とする。また、

設置戸数は原則として１戸に１個とする。

イ 形状及び構造は、下表によるものとする。（図－９参照）

呼 び 方 形 状 寸 法 用 途

Ｃ型汚水桝

（藤井寺市型汚水桝）

内径２０ｃｍ円形

（硬質塩化ビニル製）

標準深さ８０ｃｍとする 

３方向流入を原則とする

ウ 駐車場等の大型車両が進入する場所又はアスファルト舗装部は、鉄製

防護蓋（藤井寺市型）を設置すること。

⑷ 材 料

主要材料は、日本工業規格（ＪＩＳ）、日本下水道協会企画（ＪＳＷＡＳ）

又はそれに準ずる製品とする。

図－７ 人孔鉄蓋・組立人孔接続部 詳細図
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図－８ 取付管布設 標準図
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５ その他

⑴ 本管及び取付管を布設するときは、埋設物標示シートを布設すること。（図

－１０参照）

⑵ 汚水桝設置箇所には、汚水桝標示ピンを設置すること。（図－１１参照）

⑶ 竣工図には、平面図に本管の径、延長、勾配、取付管径、本管から宅内へ

の取付管延長、上流人孔から取付管までの延長及び桝深さを記入すること。

また、断面図には、本管径、本管から汚水桝までの延長、取付管径及び桝深

さを記入すること。

⑷ 地盤高は、本市の下水道台帳（ＴＰ表示）と整合させること。また、取付

管及び汚水桝標示を記入すること。（図－１２参照）

⑸ この基準に定めのない事項については、下水道施設計画設計指針、藤井寺

市公共下水道設計基準書及び藤井寺市下水道標準構造図集によるものとする。

図－９ 藤井寺市型汚水桝（Ｃ型） 標準図
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図－１０ 埋設物標示シート 参考図
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図－１１ 汚水桝標示ピン 参考図
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図－１２ 公共下水道（汚水）台帳記号 説明図

※管渠が、上下に重なって敷設されている場合又は込み入って線分及び

情報が見えにくい場合は、下図のように転移シンボルを管渠（マンホ

ール）のそばに置き、管渠等を転移して記載することがある。
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② その他の管渠施設等技術基準

１ 計画下水量

⑴ 計画汚水量の算出は、公共下水道施設技術基準に準ずること。

⑵ 計画雨水量の算出は、合理式を用いる。

１
３６０

Ａ （ｍ3／秒）Ｑ＝ ・ Ｃ ・ Ｉ ・

４６０

ｔ０．５５Ｉ＝ （mm／時）

ｔ＝ｔ１＋ｔ２

ｔ1= ７分

Ｌ

Ｖ×６０

ｔ２＝

Ｑ ： 雨水流出量 （ｍ３／秒）

Ｃ ： 流出係数 （０．８）

Ｉ ： 降雨強度 （ｍｍ／時）

ｔ ： 流達時間   （分）

ｔ２ ： 流下時間 （分）

ｔ１ ： 流入時間 （７分）

Ｌ ： 最長距離 （ｍ）

Ｖ ： 管内平均流速 （１．５ｍ／秒）

Ａ ： 集水面積 （ｈａ）

２ 排水施設の断面の算出

排水管渠の断面積の算出は、マニングの式を用いる。

Ｑ＝Ａ・Ｖ

1
ｎ

Ｉ
１／２Ｖ＝ ・ Ｒ

２／３ ・
Ａ
Ｐ

Ｒ＝

Ｑ ： 流量 （ｍ３／秒）

Ａ ： 流水の断面積 （ｍ２）

Ｖ ： 流速 （ｍ／秒）
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ｎ ： 粗度係数  （ヒューム管：０．０１３、硬質塩化ビニル管：    

０．０１０、コンクリート人工水路：０．０１４）

Ｒ ： 径深 （ｍ）

Ｐ ： 流水の潤辺長 （ｍ）

Ｉ ： 勾配 （分数又は小数）

注１）流水の断面積は、以下の考え方とする。

円 形 管：満流

長方形渠：内のり高さの９割水深

開 渠：内のり高さの８割水深

注２）流速は、下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に

緩くなるようにすること。なお、標準としては、１．０ｍ／秒～１．

８ｍ／秒とする。

３ 設計要領（排水管又は雨水管の場合）

⑴ 本管

1) 本管の最小管径は、２５０ｍｍ以上とする。 

2) 土被り、管種及び基礎等については別途協議とする。 

⑵ 人孔 

1) 人孔蓋は、ダクタイル鋳鉄製とする。なお、市に帰属される場合に限り

藤井寺市の市章をいれること。 

2) 設置箇所及び構造等は、公共下水道施設技術基準に準ずること。 

3) 底部には、深さ１５ｃｍの泥だめを設けること。 

⑶ 取付管及び桝 

1) 取付管は、硬質塩化ビニル管（ＶＵ）とし、最小管径は１５０ｍｍ以上

とする。 

2) 本管と取付管の接続は、支管を用いること。（図－８参照） 

3) 宅地内最終桝の位置及び構造は、以下の各項を考慮して定める。 

ア 位置は、道路境界の宅地側に設置し、原則として１戸に１個とする。

イ 形状及び構造は、円形又は角形の堅固なものとする。

ウ 蓋は、鋳鉄製（ダクタイルを含む）、鉄筋コンクリート製及びその他

の堅固で、耐久性のある材料で造られた密閉蓋とする。

エ 底部には、深さ１５ｃｍ以上の泥だめを設けるものとする。

⑷ 材料

主要材料は、日本工業規格（ＪＩＳ）、日本下水道協会企画（ＪＳＷＡＳ）

又はそれに準ずる製品とする。
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４ その他

⑴ 下水道未供用区域において、開発許可道路等を築造する場合は、将来の公

共下水道管埋設スペースとして、２．０ｍ程度確保すること。（図－１３参照）

なお、スペースが確保できない場合は、別途協議とする。

⑵ 将来の公共汚水桝設置スペースについては、十分考慮すること。

⑶ この基準に定めのない事項については、下水道施設計画設計指針及び河川

管理施設構造令等によるものとする。

図－１３ 開発許可道路における地下埋設物配置 参考図

２．０ｍ程度

※公共下水道工事施工

スペースの確保

２．０ｍ程度

※公共下水道工事施工スペースの確保
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５ その他管渠施設排水管の断面算定例

（例）開発区域より発生する汚水及び雨水を、同一の排水管で排出する場合の計

算を行う。 

⑴ 最上流部より管渠番号を付ける。 

④L=25.00 ⑤L=19.00

①L=25.00 ②L=19.00

③
L=

22
.0

0

26.00 20.00

22
.0

0
22

.0
0

排水路

⑥
L=

11
.0

0

2.
00
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⑵ 各管渠の受けもつ設計条件を算出する。 

1) 管渠番号①について 

計画戸数：８戸である。 

集水面積：２６ｍ×２２ｍ＝５７２㎡（約０．０５７ｈａ）である。 

最長距離：２５ｍである。 

2) 管渠番号②について 

計画戸数：６戸である。 

集水面積：２０ｍ×２２ｍ＝４４０㎡（０．０４４ｈａ）である。 

最長距離：１９ｍである。 

3) 管渠番号③について 

計画戸数：①・②の合計となるので１４戸となる。 

集水面積：①・②の合計となるので１０１２㎡（約０．１０１ｈａ）と

なる。 

最長距離：①→③のルートが一番長くなるので４７ｍとなる。 

4) 管渠番号④について 

計画戸数：８戸である。 

集水面積：２６ｍ×２２ｍ＝５７２㎡（約０．０５７ｈａ）である。 

最長距離：２５ｍである。 

5) 管渠番号⑤について 

計画戸数：６戸である。 

集水面積：２０ｍ×２２ｍ＝４４０㎡（０．０４４ｈａ）である。 

最長距離：１９ｍである。 

6) 管渠番号⑥について 

計画戸数：③・④・⑤の合計となるので２８戸となる。 

集水面積：③・④・⑤の合計となるので２０２４㎡（約０．２０２ｈａ）

である。 

最長距離：①→③→⑥のルートが一番長くなるので５８ｍとなる。 
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これらの条件をまとめると下表のようになる。

管 渠 番 号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

計画戸数 ８戸 ６戸 １４戸 ８戸 ６戸 ２８戸 

集水面積 0.057ha 0.044ha 0.101ha 0.057ha 0.044ha 0.202ha 

最長距離 ２５ｍ １９ｍ ４７ｍ ２５ｍ １９ｍ ５８ｍ 

⑶ ⑵で算出した設計条件をもとに各管渠の断面を決定する。 

・管渠番号①について 

1) 計画汚水量 

計 画 人 口：８戸×４人／戸＝３２人となる。 

計画汚水量：３２人×８５０ ／人・日×１／（６０×６０×２４）×

１／１０００＝０．０００３ｍ3／s となる。  

2) 計画雨水量 

流 達 時 間：ｔ＝７＋２５ｍ／（１．５×６０）＝７．２８分となる。 

降 雨 強 度：Ｉ＝４６０／（７．２８）０．５５＝１５４．３７８ｍｍ／ｈ

となる。 

計画雨水量：Ｑ＝１／３６０×０．８×１５４．３７８×０．０５７＝

０．０１９６ｍ3／ｓとなる。 

3) 計画下水量：計画下水量＝計画汚水量＋計画雨水量＝０．０００３＋ 

        ０．０１９６＝０．０１９９ｍ3／ｓとなる。 

4) 管渠断面の決定（硬質塩化ビニル管を使用した場合） 

汚水と雨水を同一の排水管で流出させるということは、合流式扱いとな

るので、計画下水量に対する余裕は見込まない。 

よって、流量は０．０２ｍ3／ｓとなり、その他の管渠施設等における最

小管径及び流速等を考慮し、流速・流量早見表（表－２参照）より断面を

決定すると、硬質塩化ビニル管φ２５０ｍｍ、勾配５．０‰となる。 

以下、各管渠についてもこれらと同様の計算を行い断面を決定し、流量

計算書（表－３参照）を作成する。 
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表－２－１ 流速・流量早見表（硬質塩化ビニル管）
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表－２－２ 流速・流量早見表（ヒューム管）



- 26 - 

表－３ 流量計算書



- 27 - 

③ 流出抑制施設技術基準 

藤井寺市開発指導要綱第１８条に基づく流出抑制施設を設置する場合の技

術基準は、以下のとおりとする。 

１ 目的 

開発区域内の降雨を一時的に浸透・貯留させ流出量を調整又は減じるために

設けるものとする。

２ 設置計画 

雨水流出抑制施設を設置するに当たっては、敷地の地質等を十分調査し、効

果のある施設を設置する。

３ 設置基準

⑴ 貯留量

開 発 区 域 の 面 積 貯 留 量

０．１ｈａ以上０．３ｈａ未満 ３００ｍ３／ｈａ

０．３ｈａ以上 １ｈａ未満 ４００ｍ３／ｈａ

１ｈａ以上 ６００ｍ３／ｈａ

５ｈａ以上 ９００ｍ３／ｈａ

⑵ 浸透量

  平均浸透量は、以下の計算による。

浸透量（ℓ ／ｈｒ）÷開発区域の面積（㎡）＝平均浸透量（ｍｍ／ｈａ）

開発区域の面積が１ｈａ以下の場合は、区域内の平均浸透量を７．０ｍｍ

／ｈａ以上にすることにより、貯留池の設置を無くすことができる。

浸透量（ℓ ／ｈｒ）÷開発区域の面積（㎡） ≧ ７．０（ｍｍ／ｈａ）
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浸透施設又は貯留施設の設置量は、「４ 流出抑制施設の構造等」に記述す

る各施設の単位浸透量を参考に、以下の計算式により算出するものとする。

４ 流出抑制施設の構造等

⑴ 透水桝（人孔） 単位浸透量 ４０（ℓ ／ｈｒ／個）

雨樋等から集水した雨水を桝（人孔）にて地中浸透させる場合に設置する。

ただし、目づまり防止のため、雨樋から第１桝（人孔）は泥だめとし、第２

桝（人孔）以降において設置する。（図－１４、図－１５参照）

図－１４ 透水桝断面図 図－１５ 泥だめ設置図
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なお、下水道未供用区域の一般住宅において、雨水浸透桝を設置する場

合は、浄化槽排水合流桝の手前に設置するものとする。（図－１６参照）

図－１６ 下水道未供用区域 一般住宅における雨水浸透桝設置 参考図

凡例 ： 雨水 

： 汚水

※ 浸透桝 
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⑵ 透水管 単位浸透量 １５０（ℓ ／ｈｒ／ｍ）

集水した雨水を流下時に浸透させる場合に設置する。ただし、設置場所に

ついては、建物等の基礎への影響を考慮する。（図－１７、図－１８参照）

⑶ 透水側溝 単位浸透量 ４０（ℓ ／ｈｒ／ｍ）

舗装面の雨水を集水し、浸透させる場合に設置する。（図－１９、図－２

０参照）

図－１７ 透水管断面図 図－１８ 設置図（断面）

図－１９ 透水側溝断面図 図－２０ 透水側溝、桝接続図（縦断）

透 水 管
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⑷ 透水性舗装 単位浸透量 ２０（ℓ ／ｈｒ／㎡）

雨水をその場で舗装面から浸透させる場合に設置する。（図－２１参照）

⑸ 貯留施設 

雨水を一時的に貯留させ直接放流を防止する場合に設置する。ただし、許

容放流量については、放流先の流下能力を勘案し定める。

⑹ 雨水タンク

雨樋等から集水した雨水を雨水タンクに貯め、庭木の散水等に利用する場

合に設置する。（図－２２、図－２３参照）

図－２１ 透水性舗装断面図

樋(とい)

透水桝

雨

水
タ
ン
ク

蛇口

雨

水

ﾀ

ﾝ

ｸ

蛇口

樋(とい)

透水桝

図－２２ 戸建て住宅の場合 

（タンク容量 100L～200L 程度) 

図－２３ 集合住宅の場合 

（タンク容量 500L～1000L 程度) 

※雨水を貯留することにより、一時に集中して流出することを防止できる

ことから、流出抑制及び調整施設として有効である。ただし、降雨前に

満水等である場合にはその効果が得られないことから、適時散水や打ち

水等により、雨水タンク内を空にしておく必要がある。
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⑺ その他

⑴から⑹以外に同等以上の能力を有する貯留又は浸透施設がある場合は、

市と協議の上、設置する。

５ 雨水流出抑制施設の維持管理等

設置を計画している雨水流出抑制施設の維持管理方法について十分調査し、

適正な維持管理を講じると共に、施設の耐用年数についても考慮する。

６ その他

この基準に定めのない事項については、市と十分協議の上、決定する。

④ 特定都市河川浸水被害対策について 

寝屋川流域（大和川以北）については、特定都市河川浸水被害対策法で特定都

市河川に指定されているので、以下大阪府ホームページ（雨水浸透阻害行為の許

可）によるものとする。 

⑤ 排水設備の設置又は構造基準 

下水道法第９条（供用開始の公示等）の区域内については、同法第１０条（排

水設備の設置等）に規定する排水設備を以下の基準に基づき設置すること。

⑴ 建築基準法及びその他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の

規定によるもののほか、下水道法施行令、藤井寺市下水道条例及び同施行規

則で規定する基準によるものとする。

⑵ 上記の法令等に規定されていない基準については、社団法人日本下水道協

会が規定する下水道排水設備に関する設計及び施行の基準を準用し、それに

より難いときは、事前に本市と協議するものとする。

http://www.pref.osaka.jp/kasenkankyo/kanri/sogaikyoka.html


